
京都市青少年科学センター常勤講師（センター学習） 募集要項 

 

 京都市青少年科学センターでは、児童・生徒の科学への関心を高め、観察・実験学習の

楽しさを伝えていくためのセンター学習を担当する常勤講師を募集します。 

 

１ 募集人員  

  センター学習担当 若干名 

 

２ 応募資格 

（１）教員免許状（小学校又は中学校理科又は高等学校理科）を有していること（又は  

令和８年４月１日までに取得見込み）。 

  ※令和８年４月１日に資格を有していないときは、採用することができませんので 

ご注意ください。 

（２）地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しないこと。 

（３）令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者に 

よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第２条第８項に規定す 

る特定性犯罪事実に該当しないこと。 

 （４）各地方公共団体の青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における罰則につ 

いて、前科がないこと（当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当しないこと）。 

 

３ 業務内容 

・ 京都市立学校児童・生徒を対象に、青少年科学センターの諸施設（実験室・展示場・ 

プラネタリウム・工作室・屋外園）を利用した理科学習の授業 

・  公立学校教員同様の児童・生徒への生徒指導 

・  科学教育普及活動（展示場での演示実験及び親子実験教室等イベント）など 

 

４ 勤務条件 

（１）給与（令和７年９月１日現在実績） ※今後変更される場合があります。 

・修士課程修了者：約２９８，２００円 

・大学卒業者  ：約２８７，３００円 

・短期大学卒業者：約２６８，３００円 

※上記の金額は、給料、教職調整額、地域手当、教員特別手当を含みます。 

  このほか、期末・勤勉手当、通勤手当、扶養手当、住居手当等が支給条件に応じ

て支給されます。 

※任用前に職歴等を有する場合は、一定の基準により給料が加算される場合があり

ます。（ただし、定年年齢を超える場合（満６０歳に達する日以降の最初の３月

３１日の翌日以降）、上限額が定まっています。） 

 

（２）勤務時間   午前８時３０分～午後５時１５分（休憩時間６０分含む） 

週５日勤務（土・日・祝日を含む。シフト制） 

 

（３）年次有給休暇  本市常勤講師の規定による（１２箇月に２０日付与） 

 

（４）福利厚生    本市常勤講師の規定による 

        （雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入） 

 



（５）任用期間    令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水） 

         （契約は半年ごとに更新） 

 

５ 応募手続き（共通） 

（１）応募書類 

書 類 留意事項 

履歴書 
面接日時の連絡に使える電子メールアドレスを必ず記入して

ください。 

教員免許状の写し 

 取得見込みの場合は以下のとおりとしてください。 

① 履歴書の「免許・資格」欄に「教員免許状を令和○年○月

取得見込み」と記載。 

② 採用された場合は、令和８年３月２４日（火）までに教員

免許状の写しを５⑵の宛先に持参又は郵送で提出。 

（注）郵便はがき 

電子メールが使えない場合は、表面に応募者の「郵便番号」

「住所」「氏名」を記載してください（面接日時通知に使用しま

す。） 

  ※ 提出された書類は返却しません。 

 

（２）応募方法 

上記書類を下記あてに郵送してください。 

＜宛先＞ 

〒６１２－００３１ 

京都市伏見区深草池ノ内町１３ 

京都市青少年科学センター 学習担当 戸田 

※封筒に「常勤講師：センター学習担当者応募」と 

朱書してください。 

 

（３）募集期間 

令和７年１２月１７日～令和８年１月６日 

 

（４）面接日 

応募者と協議のうえ指定する日時 

【会場】京都市青少年科学センター（１Ｆ事務室へお越しください。） 

 

（５）問合せ先 

    京都市青少年科学センター（担当：戸田） ℡０７５－６４２－１６０１ 


